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「京都市自転車総合計画２０２５（案）」に関する 

市民意見募集の結果について 

 

京都市では，平成２７年３月に「京都・新自転車計画」を策定し，自転車走行環境整備

や自転車利用者のルール，マナーの啓発，放置自転車対策などについて，市民や関係機関

と連携した取組を進めてきました。 

この度，こうした取組を継承し，充実強化を図るとともに，新たに自転車の活用の視点

も盛り込んだ「京都市自転車総合計画２０２５（案）」について，市民の皆様に広く御意見

を募集し，その結果を取りまとめましたので御報告いたします。 

 

１ 市民意見募集の概要 

（１）募集期間 

   令和３年７月１９日（月）から令和３年８月２２日（日）まで 

（２）周知方法 

   ホームページ（京都市情報館）及び「歩くまち・京都」アプリ（バス・鉄道の達

人）への掲載，市民意見募集冊子の配布（市役所，各区役所・支所，各市立図書館，

各市営駐輪場，レンタサイクルや自転車販売店等），大学生への周知（学生向けアプ

リ（KYO-DENT）への掲載，大学コンソーシアム京都加盟校へのメール発信） 

 

（３）意見募集結果 

ア 応募者数及び意見数 

  応募者数：２０３人  意見数：３７４件 

   イ 御意見を頂いた方の属性 

(ア) 年齢 

 

 

 

 

 

 

 人数 割合 

２０歳未満 １５人 ８％ 

２０歳代 ４５人 ２２％ 

３０歳代 ２７人 １３％ 

４０歳代 ４３人 ２１％ 

５０歳代 ４１人 ２０％ 

６０歳代 １７人 ８％ 

７０歳以上 ６人 ３％ 

無回答 ９人 ５％ 

合計 ２０３人 １００％ 

２０歳未満

８％

２０歳代

２２％

３０歳代

１３％
４０歳代

２１％

５０歳代

２０％

６０歳代

８％

７０歳以上

３％

無回答

５％
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市内在住

７９％

市内に通勤・

通学（市外在住）

８％

それ以外の

市外在住

７％

無回答

６％

毎日利用

２７％

週に５～６日利用

１５％

週に３～４日利用

１１％

週に１～２日利用

１９％

それ以下の頻度

２２％

無回答

６％

(イ) お住まい等 

 

 

 

 

 

 

 

    （ウ）自転車の利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

（４）御意見の内訳 

項目 意見数 

計画全般 ３９件 

推進施策 柱１「ひと」との共生 ８６件 

柱２「まち」での共生 １８９件 

柱３「くらし」での共生 ２６件 

その他 ３４件 

合計 ３７４件 

 

（５）主な御意見の内容と本市の考え方 

別紙のとおり 

 

２ 今後の予定 

  令和３年１０月上旬 令和３年度第２回京都市自転車政策審議会 

            （パブリックコメント結果を踏まえた答申案について審議） 

      １０月下旬 京都市自転車総合計画２０２５ 策定 
 
 
 
 

 

 人数 割合 

市内在住 １６１人 ７９％ 

市内に通勤・ 

通学（市外在住） 
１６人 ８％ 

それ以外の 

市外在住 
１４人 ７％ 

無回答 １２人 ６％ 

合計 ２０３人 １００％ 

 人数 割合 

毎日利用 ５５人 ２７％ 

週に５～６日利用 ３１人 １５％ 

週に３～４日利用 ２３人 １１％ 

週に１～２日利用 ３８人 １９％ 

それ以下の頻度 ４４人 ２２％ 

無回答 １２人 ６％ 

合計 ２０３人 １００％ 
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主な御意見の内容と本市の考え方 

 
 
（御意見の内訳） 

項       目 意見数 

１ 計画全般について ３９ 

 

（１）計画全体に関するもの ２４ 

（２）自転車の活用の推進に関するもの １４ 

（３）指標に関するもの １ 

２ 「柱１「ひと」との共生」について ８６ 

 

（１）全般的なルール，マナーの啓発に関するもの ２８ 

（２）世代別の啓発に関するもの ２０ 

（３）企業向け啓発に関するもの １０ 

（４）自転車保険の加入促進に関するもの ２ 

（５）規制・罰則に関するもの ２３ 

（６）歩行者への啓発に関するもの ３ 

３ 「柱２「まち」での共生」について １８９ 

 

（１）自転車走行環境の整備に関するもの ６０ 

（２）ドライバーへの啓発に関するもの ２５ 

（３）駐輪環境整備に関するもの ６３ 

（４）放置自転車対策に関するもの ４１ 

４ 「柱３「くらし」での共生」について ２６ 

 

（１）シェアサイクルに関するもの ６ 

（２）健康増進のための自転車の活用に関するもの ４ 

（３）自転車観光の推進に関するもの １３ 

（４）災害対応を視野に入れた自転車の活用に関するもの ２ 

（５）自転車の再利用に関するもの １ 

５ その他の御意見 ３４ 

合       計 ３７４ 

 
 
 
  

別紙 
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１ 計画全般について（３９件） 

主な御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

（１）計画全体に関するもの ２４  

・ 自転車が乗りやすいまちとなるように
計画をしっかりと進めてほしい。 

・ 「世界トップレベルの自転車共存都市」
から「自転車共生都市・京都」へと前進す
る計画には賛成 

・ 計画にある３本の柱は，もっともな提
案だと思う。 

・ 財政難の最中の施策は，最小限のコス 
トで安全対策を行うだけで良い。 

・ 目新しい具体的な取組が見当たらない。 
                など 

２１  本計画では，これまで進めてきた安心・安全
対策については，継承・充実強化し，誰もが自転
車のルール，マナーを学び守り合い，道路を正
しく使い合うことにより，安心して心地よく行
き交えるまちを目指すこととしています。 
また，新たに自転車の活用を図ることで，自

転車を生かし生活の質を高め合うことができる
まちを目指すこととしており，今後も市民や関
係機関と連携し，計画をしっかりと推進してま
いります。 
 なお，計画の取組を進めるに当たっては，コ
ストの削減や民間事業者との連携等により，効
率的な実施に努めてまいります。 

・ 「自転車の活用」が，柱３の大きな特徴
であり，計画における新たな要素である
ことをしっかりと打ち出した方が良い。 

・ 自転車利用を京都市の活性化につなげ
るということを計画にしっかり書き込ん
でほしい。 

・ 「本計画と関係計画との関係」に，京都 
市のあらゆる計画や施策の最上位にある
「世界文化自由都市宣言」の記載が求め
られる。 

３  御意見の趣旨を踏まえ，「柱３「くらし」での
共生」の記載方法を工夫するとともに，各種課
題に自転車を活用することが本市の活性化にも
つながることから，文言の追記による修正を行
う予定です。 
 また，計画の体系の上位に「世界文化自由都
市宣言」を追記する修正も行う予定です。 

（２）自転車の活用の推進に関するもの １４  

・ 「自転車共生都市・京都」の実現で言わ 
れているように，京都のまちにふさわし
い自転車の利活用が進んでほしい。 

・ 「ＳＤＧｓ」の観点から，自転車利用の 
拡大は良いものである。 

・ 環境面など自転車はこれからもっと活 
用できる移動手段だと思う。 

・ 自転車による迷惑行為を少なくするに 
は，自転車利用者を減らすべきだ。 
                など 

１４ 自転車は利便性・機動性に優れた便利な乗り
物というだけでなく，健康的で環境に優しく，
歴史や文化，自然を肌で感じることができるな
ど，様々な特性を備えています。ＳＤＧｓやレ
ジリエンスの取組推進，文化の継承発展，「歩く
まち・京都」の推進，地球温暖化対策，ウィズコ
ロナ・ポストコロナにおける「新しい生活スタ
イル」の実践等の本市を取り巻く様々な課題へ
対応していくためにも，これらの特性を有する
自転車の活用を推進することが重要と考えてお
り，取組を進めてまいります。 

（３）指標に関するもの １  

・ 逆走は道路交通法に違反することもあ
る行為であり，評価指標の中にある「車道
左側通行をする自転車利用者の割合」を
５０％という低い目標値に設定すること
は問題である。 

１ 車両である自転車は車道左側走行が原則であ
り，例外として歩道を通行することができる場
合があります。近年実施したアンケート調査で
は，多くの方が歩道を走行しており，車道左側
を通行する自転車利用者の割合が３割程度で推
移していることも踏まえ，少なくとも半数の方
に車道左側走行していただくことを目標として
設定したものであり，逆走（車道右側通行）を容
認するものではありません。 
上記の内容については，目標値設定の趣旨が

分かりやすくなるよう，評価指標の記載箇所に
おいて，文言の追記を行う予定です。 
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２ 「柱１「ひと」との共生」について（８６件） 

主な御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

（１）全般的なルール，マナーの啓発に関するもの ２８  

・ 左側通行の徹底，走行スピードの抑制， 
矢羽根マークの周知，ヘルメットの着用
など，ルール，マナーの徹底を望む。 

                 など 

２８  「推進施策２ 自転車の安心・安全な利用環境
づくりの推進」において，地域等との連携やイベ
ント等，あらゆる機会を通じて，自転車のルー
ル，マナーの周知，啓発を進めることとしてお
り，引き続き，安心・安全対策の充実を図ってま
いります。 

（２）世代別の啓発に関するもの ２０  

・ 自転車に乗る側のライフステージごと 
に注意喚起を行うのは，効果的だと思う
ので賛成 

・ 中学，高校生への安全教育をしてほしい。 
・ 自転車の車道通行を学校で教えるべき。 
・ 大学と連携したルール，マナーの啓発 

は，良い取組である。 
・ 大学で自転車の利用について講習会を 

すれば良いと思う。 
・ 高齢者へのルール，マナーの啓発は重 

要である。 
など 

２０ 「推進施策１ ライフステージやニーズに応
じた自転車安全教育・学習の推進」において，サ
イクルセンターを活用し，学校や警察等の関係
機関と連携することにより，ライフステージに
合わせた自転車安全教育・学習を実施すること
としています。 
特に，大学生に関しては，「推進施策２ 自転

車の安心・安全な利用環境づくりの推進」におい
て，大学と連携し，ルール，マナー講座の実施，
啓発の充実等の取組を推進することとしてお
り，人口に占める割合が他都市に比較して多い
大学生を対象とした取組を進めてまいります。 
また，高齢者への啓発も，サイクルセンター等

も活用し，しっかりと進めてまいります。 
（３）企業向け啓発に関するもの １０  

・ 交通事故防止に向け，通勤者への啓発 
が必要 

・ フードデリバリーサービス業者の中に 
は，マナーに対する意識が低い方もいる
ので，厳しい対応を検討してほしい。 

            など 

１０ 「推進施策２ 自転車の安心・安全な利用環
境づくりの推進」において，企業との連携による
通勤者へのルール，マナーの啓発を行うことと
しています。 
さらに，フードデリバリーサービスについて

も，警察と連携し，業界との協働の下，自転車配
達時等におけるルール，マナーの啓発を進める
などの取組を進めてまいります。 

（４）自転車保険の加入促進に関するもの ２  

・ 自転車保険の加入が義務化されたこと 
により加入率が上がったので，引き続き
広報してほしい。 

・ 宅配業者への自転車保険の加入確認が
必要 

２ 「推進施策２ 自転車の安心・安全な利用環
境づくりの推進」において，自転車保険加入義務
化に伴う加入の徹底を進めることとしており，
宅配業者などの業務による自転車利用を含め，
自転車保険の加入促進に向け，引き続き取組を
進めてまいります。 

（５）規制・罰則に関するもの ２３  

・ 教育・啓発だけでなく，誰もがルールを 
守るように仕向ける仕組みづくりのほ
か，規制，取締りの強化を行ってほしい。 

・ 観光客も含めて自転車の利用を増やし 
ていくのであれば，速度制限や罰則を強
化することも必要だと思う。 

・ 自転車を免許制にすべき。 
・ パリのように市内の道路の制限速度を 
３０ｋｍとするなど，大胆な施策を求める。 

・ 京都市独自に罰則付きで条例を制定し 
て，事故件数の減少に対応することを検
討してほしい。 
                など 

２３ 交通規制や取締り等についての御意見は，警
察と共有させていただきます。 
 本市において罰則を伴う条例の制定等は検討
しておりませんが，今後とも，安心・安全な自転
車利用に向け，様々な機会を活用し，警察等の関
係機関とも連携しながら，ルール，マナーの周
知，啓発を行ってまいります。 
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（６）歩行者への啓発に関するもの ３  

・ 自転車通行帯が区別されている横断歩 
道で，自転車横断帯を歩く歩行者をよく
見かける。歩行者へのルール，マナーの啓
発も必要である。 

                 など 

３ 「推進施策２ 自転車の安心・安全な利用環
境づくりの推進」において，交差点等で，自転車
安全利用促進啓発員によるルール，マナー啓発
を行うこととしており，引き続き，自転車運転者
や歩行者への交通ルールの周知，啓発に関して，
警察等の関係機関とも連携し，取り組んでまい
ります。 

 
３ 「柱２「まち」での共生」について（１８９件） 

主な御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

（１）自転車走行環境の整備に関するもの ６０  

・ 矢羽根マークのおかげで自転車の走行 
位置が分かりやすくなった。 

・ 自転車の車道左側走行を進めていくの
に，矢羽根マークは効果的だと思う。 

・ 矢羽根マークを都心部以外の箇所にも 
広げてほしい。 

・ 細街路が多いという道路事情もあるの 
で，地域特性に応じた道路環境の整備を
お願いしたい。 

など 

３２ 「推進施策４ 自転車走行環境の整備」にお
いて，自転車が安心・安全，快適に走行できる走
行環境の整備を進めることとしており，引き続
き，自転車利用状況や地域特性等に応じて，矢羽
根マーク等の設置による走行環境整備を行うこ
とにより，安心して心地よく行き交えるまちを
目指してまいります。 

・ スピードを出して通行する車に恐怖を 
感じる。自転車の専用レーンを整備する
ことが必要 

・ 今後車が減っていくことは時代の趨勢
であり，広い幹線道路は車道レーンを減
らして自転車専用レーンとすべき。 

など 

１２ 本市の統一的整備マニュアルである「京都市
自転車走行環境整備ガイドライン」に基づき，矢
羽根マーク等の路面表示を主とした整備を進め
ていくこととしていますが，道路の利用状況や
幅員等を踏まえ，関係機関等の意見も聞きなが
ら，自転車専用レーンの整備についても進めて
まいります。 

・ 歩道拡幅を進め，歩道に自転車道を整 
備すべき。 

・ 何でもかんでも自転車に車道を走らせ
るのは危険 

など 

１１ 自転車は「軽車両」であり，クルマの仲間であ
ることから，車道を左側走行することが原則で
す。今後とも，車道への矢羽根マーク等の設置を
中心とした自転車の走行環境整備を進めてまい
ります。 
また，自転車利用者が安心・安全に車道を走行

できるよう，クルマの運転者に対しての自転車
への思いやり運転についての啓発にも取り組ん
でまいります。 

・ 矢羽根整備の効果検証をしっかりと行
ってほしい。 

・ 矢羽根マークを設置するのであれば， 
それによる自転車の事故発生状況の変化
等の検証及びその公表が必要ではないか。 

            など 

３  「推進施策４ 自転車走行環境の整備」におい
て，自転車走行環境の整備箇所において，自転車
走行位置等を分析し，整備の効果検証を行うこ
ととしており，取組を進めてまいります。 
また，事故の発生状況につきましても，警察と

も連携し，分析を行うことにより，効果的な施策
を検討してまいります。 

・ 矢羽根マークの色が微妙で自転車の人 
からも車の運転手からもはっきり見えな
さそうに感じる。 

など 

２ 矢羽根マークの色彩については，本市の統一
的な整備マニュアルである「京都市自転車走行
環境整備ガイドライン」で定めるに当たり，視認
性の検証を十分に行い，景観に配慮したベンガ
ラ色としています。 
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（２）ドライバーへの啓発に関するもの ２５  

・ 矢羽根マーク上に違法駐車が止まって
いて，走れない。 

・ ドライバーに対して，矢羽根マークを 
もっと周知をしてほしい。 

・ 路上駐車への啓発や取締りを徹底して 
ほしい。 

            など 

２５  「推進施策４ 自転車走行環境の整備」におい
て，自転車利用者が安心・安全に車道を走行でき
るよう，違法駐車の防止や矢羽根マークの説明
等，自転車への思いやり運転を心掛けていただ
けるよう，ドライバーへの啓発を進めていくこ
ととしており，特に，都心部・京都駅周辺等にお
いては，違法駐車等防止指導員による違法駐車
等を対象とした啓発を行っております。 
 取締りについての御意見は，警察と共有させ
ていただきます。 

（３）駐輪環境整備に関するもの ６３  

・ 駐輪場や駐輪スタンドが充実され，と 
ても利用しやすくなった。 

・ 駐輪場が駅界隈や行政施設界隈に多く 
設置されており，非常に便利 

・ 撤去を頻繁に行うより前に，十分な数 
の駐輪場の整備をするべき。 

・ 近隣住民のニーズを調査し，駐輪環境 
の整備を進めてほしい。 

・ 公共交通の拠点でありながら駐輪場が 
全くないエリアが数多く存在する。 

・ 駐輪場に屋根がほしい。 
・ 自転車の盗難対策を講じた駐輪場の整 

備をしてほしい。 
など 

４５ 「推進施策５ 駐輪環境整備及び放置自転車
対策の推進」において，駐輪ニーズに応じて，行
政や民間事業者による駐輪場の整備を進めると
ともに，市営駐輪場では，多様な自転車への対応
や新たな決済方法の導入等，駐輪場の機能向上
を図り，駐輪場の利用を促進することとしてお
り，駐輪環境の更なる充実を図ってまいります。 
また，既存駐輪場の空き情報の発信等を行い，

効率的な駐輪場の利用を推進してまいります。 

・ 無料若しくは安価な駐輪場を増やすべき。 
など 

１３ 市営駐輪場については，適切な維持管理や安
全で利用しやすい駐輪場整備を行うため，受益
者（利用者）負担の考え方に基づき，有料管理と
しています。 

・ 営業者の自転車置場の設置を義務化す 
べき。 

・ 駐輪スペースがない店舗を指導し，設 
置義務を課してほしい。 

・ 店舗の出店に際し，駐輪場の確保など 
の条件を付すべき。 
                など 

５  「推進施策５ 駐輪環境整備及び放置自転車
対策の推進」において，駐輪場付置義務制度に基
づき，一定の規模以上の商業施設等における駐
輪場整備を促進することとしており，取組を進
めてまいります。 
 なお，放置自転車が多い店舗に対しては，今後
も，駐輪スペースの確保等の対応を行うよう，指
導を行ってまいります。 

（４）放置自転車対策に関するもの ４１  

・ 放置自転車の減少傾向は一定の評価に 
値する。 

・ 目の不自由な人にとって放置自転車は 
怖いものであり，防止に向けたルール，マ
ナーの啓発が必要 

・ 放置自転車の台数が大きく減ったの
で，放置自転車の定期的な撤去を減らす
べき。 

・ 放置自転車が撤去されるまでの時間が 
短い。撤去されるまでの時間にルールを
作ってほしい。 

など 

３５  放置自転車は，短時間であっても，高齢者や子
ども，障害のある方々をはじめとする歩行者に
とって，大変迷惑で危険なものであり，場所によ
っては消防車や救急車をはじめとする緊急車両
の通行の妨げとなる等，多くの弊害を引き起こ
します。 
また，現在も，年間２千件を超える撤去要望を

いただいているところであり，引き続き，放置自
転車対策として，啓発及び撤去に取り組むこと
により，歩行者等の安心・安全な通行環境を確保
してまいります。 
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・ 民地に対する無断駐輪により当事者間 
のトラブルが発生しているため，京都市
自転車等放置防止条例の一部改正等，効
果的な施策を検討してほしい。 

・ 大学内の自転車も撤去してほしい。 

２  民有地につきましては，京都市に管理する権
限がないことから，撤去の実施は困難であると
考えております。 

・ 撤去された自転車の撤去保管料が高い。 
・ 撤去保管料が２，３００円から３，５００ 
円に値上げされる理由の説明が十分でな
い。 
                など 

３  放置自転車の撤去保管料については，放置さ
れた方の実費負担を原則としています。 
しかし，現在，放置自転車の撤去保管には，１

台当たり約３，５００円の費用を要しており，差
額を税金で補填していることから，撤去保管料
の改定を行うものです。 

・ 放置自転車の保管所を集約，廃止して 
いき，その土地の活用を目指すべき。 

１  平成２９年度時点で６箇所あった保管所を集
約し，現在，保管所は３箇所とするなど，効率的
な運営を図っているところです。 
 今後も，効果的，効率的な取組の推進を図って
まいります。 

 
４ 「柱３「くらし」での共生」について（２６件） 

主な御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

（１）シェアサイクルに関するもの ６  

・ 「公共交通を補完するシェアサイク 
ル」にとても期待している。 

・ 電動アシストのシェアサイクルを増や 
してほしい。 

・ 既に市民は十分に自転車を保有してお
り，シェアサイクルの普及は必要ないと
思う。 

                 など 

６  「推進施策６ 環境にやさしく快適な移動環
境づくり」において，公共交通を補完し，移動の
利便性の向上を図る手段としてシェアサイクル
等を推進することとしており，シェアサイクル
業者等の意見も聞きながら，取り組んでまいり
ます。 
 頂いた御意見は，本計画における取組を推進
する際の参考にさせていただきます。 

（２）健康増進のための自転車の活用に関するもの ４  
・ 自転車によるスポーツや健康推進の取 
組として，山間部などに自転車向けの看
板設置や路肩整備による環境整備を進め
てほしい。 

・ 障害のある人も自転車を体験できる環 
境があればもっと良いと思う。 
                など 

４ 「推進施策７ 健康増進のための自転車の活
用」において，サイクルスポーツや，障害のある
人も自転車を体験できる環境づくりを推進する
こととしており，取組を進めてまいります。 
頂いた御意見は，本計画における取組を推進

する際の参考にさせていただきます。 

（３）自転車観光の推進に関するもの １３  
・ 密を避けることができる自転車観光を 

推進するべき。 
・ 観光客向けにレンタサイクルを普及さ 

せるのはいいことだと思う。 
・ 西山でのサイクルイベントに楽しく参
加した。郊外における地域活性化にも役
立つと考えるので，今後とも取り組んで
もらいたい。 

など 

９ 「推進施策８ 安心・安全な自転車観光の推
進」において，密になりにくいサイクリングの情
報発信や外国人観光客へのルール，マナーの周
知，啓発等により，自転車観光を推進することと
しており，安心・安全な自転車観光に関する取組
を実施してまいります。 
なお，郊外等でのサイクリング事業に関する

御意見につきましては，自転車観光の推進に当
たり，重要な要素であることから，その趣旨を踏
まえ，文言の追記による修正を行う予定です。 

・ 京奈和自転車道周辺をもっと盛り上げ 
てほしい。 

・ 近隣府県との広域的なサイクリングル 
ートの充実は重要だと思う。 

など 

４ 「推進施策８ 安心・安全な自転車観光の推
進」において，京奈和自転車道をはじめ，隣接府
県と連携した広域的なサイクルルートの設置及
び情報発信等を推進することとしており，取組
を進めてまいります。 
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（４）災害対応を視野に入れた自転車の活用に関するもの  ２  
・ 災害対応を視野に入れた自転車の活用 
について考えたことがなかったので，ぜ
ひ実現してほしい。 

・ 災害時の自転車の活用に当たっては，
市職員の移動連絡手段としてだけでな
く，市民も利用できるようにしてほしい。 

２ 「推進施策９ 災害対応を視野に入れた自転
車の活用」において，レジリエント・シティの実
現に向け，災害発生時に備えた自転車の活用方
法を検討します。 
なお，機動性があり燃料を必要としない自転

車の災害時の有益性について，周知を行ってい
くことも必要であり，文言の追記による修正を
行う予定です。 

（５）自転車の再利用に関するもの １  
・ 放置自転車の保管料値上げに伴い，自 
転車の引取数が減少する可能性がある。
一時預かり後，預かり期限が過ぎた自転
車を再利用するためにどうすればいい
か，適正なルール作りが必要 

１ 保管期限の過ぎた自転車については，ルール
を作ったうえで，入札等により売却を実施して
います。 

 
５ その他の御意見（３４件） 

主な御意見（要旨） 件数 本市の考え方 

・ バスや鉄道との役割分担も重要な要素 
と考える。 

・ 計画を推進することは，赤字の市バス 
や地下鉄利用の推進に反するのではない
か。 
                など 

５  快適で安心・安全なまちづくりを進めていく
には，自転車と公共交通がそれぞれの役割を果
たしながら連携し，交通利便性の向上を図って
いくことが重要と考えています。 
 また，現在，改定作業中の，本計画の上位計画
である「歩くまち・京都」総合交通戦略において
も，公共交通をより便利で快適に利用でき，徒歩
や自転車等もかしこく組み合わせて出掛けるス
マートなライフスタイルについて記載されてお
り，公共交通・徒歩移動を補完する重要な移動手
段として，自転車の利活用を推進してまいりま
す。 

・ 電動アシスト自転車の利用促進に向け 
た助成制度を創設するなどしてほしい。 

・ 自転車メーカーに対して，速度計の標 
準装備化を働き掛けてほしい。 

・ 安全上の理由がないにもかかわらず， 
自転車の通行を禁止しないでほしい（四
条通，河原町通）。 

・ 聴覚障害者や妊婦の方が自転車を利用 
する際，自転車に貼ることができるステ
ッカー等を作成してはどうか。 

                 など 

２９ 頂いた御意見は，本計画における取組を推進
する際の参考にさせていただきます。 

 


